
　固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋等の状況に基づいて課税されます。家屋を全部または一部を
取壊した場合、その部分にかかる固定資産税は翌年度からは課税されませんので、お早めに『家屋滅失届』
をご提出ください。なお、滅失登記の済んでいる場合はこの届出の必要はありません。また、土地の利用状
況に変更があったときは、税務課までご連絡ください。 

『家屋滅失届』は国分寺庁舎1階税務課窓口に置いてあります。または、市ホームページ「申請書ダウン
ロード」→「申請書：税金・税証明等」→「固定資産税申請書」をご覧ください。 

　平成21年中に家屋を新築された場合、翌年度から固定資産税の課税対象となります。また、市街化区域内
に新築された方は都市計画税も課税対象になります。 
　この税金は、家屋の固定資産税評価額に税率をかけて税額が決定されます。税率は、固定資産税が1.4％、
都市計画税が0.25％です。評価額は、その家屋の屋根、外壁、内壁、柱など各部分別に使用されている建築
資材の種類や、バス、トイレなどの設備に点数を付設して求めます。 
　市では、適正な評価額を計算するため、地方税法に基づき、税務課資産税グループの職員が家屋全体を調
査させていただいています。家屋調査を実施する場合は、事前に通知文を発送し、ご連絡をいただいた日で
実施しますので、よろしくお願いします。 

平成21年中に新築された方の家屋調査のお知らせ 

家屋を取壊されたら税務課へ家屋滅失届を提出してください 

税務課 資産税グループ　 40－5554（内線　2421、2422、2423） 問い合わせ先 
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